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（
議
院
運
営
委
員
会
）

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
岡
田
直
樹
君
外
四
名
発

議
）
（
参
第
二
六
号
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
参
議
院
議
員
の
歳
費
の
国
庫
へ
の
返
納

１

参
議
院
議
員
が
、
令
和
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
支
給
を
受
け
た
歳
費
の
一
部
に
相
当
す
る
額
を
国

庫
に
返
納
す
る
場
合
に
は
、
当
該
返
納
に
よ
る
国
庫
へ
の
寄
附
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
第
百
九
十
九
条
の
二
（
公
職

の
候
補
者
等
の
寄
附
の
禁
止
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
。

２

１
に
よ
り
歳
費
の
一
部
に
相
当
す
る
額
を
国
庫
に
返
納
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
１
の
措
置
が
参
議
院
に
係
る
経
費
の
節

減
に
資
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
月
額
七
万
七
千
円
を
目
安
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
令
和
元
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

２

一
の
１
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
支
給
を
受
け
る
歳
費
の
一
部
に
相
当
す
る
額
を
国
庫
に
返
納
す
る
場
合
に
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つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
。

３

一
の
１
に
よ
る
参
議
院
議
員
の
歳
費
の
一
部
に
相
当
す
る
額
の
国
庫
へ
の
返
納
が
参
議
院
に
係
る
経
費
の
節
減
の
必
要

性
を
踏
ま
え
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
参
議
院
全
体
と
し
て
こ
れ
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、

参
議
院
に
係
る
経
費
の
節
減
に
つ
い
て
は
、
更
に
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ

る
も
の
と
す
る
こ
と
。


